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第１章 基本構想の作成に当たって 
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１ 基本的事項 

１－１ 目的 

ＪＲ安芸矢口駅及び下深川駅を中心とした重点的・一体的な地区のバリアフリー化を推進

することを目的として、バリアフリー化に関する基本的な方針や重点整備地区等を定めるも

のです。 

 

１－２ 計画の位置付け 

根拠法令である「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー

法）」第２５条に基づく計画であり、本市の上位・関連計画である都市計画マスタープランや

高齢者施策推進プラン等を踏まえ作成するものです。 

 

１－３ 対象地区 

基本構想の対象地区は、ＪＲ安芸矢口駅及び下深川駅の周辺地区とします。 

 

１－４ 目標年次 

基本構想の目標年次は、国の移動等円滑化の推進に関する基本方針に基づき、平成３２年

度末とします。 

なお、目標年次までの実施が困難な事業についても、引き続き、バリアフリー化に取り組

むため、今後の望ましい方向性を位置付けます。 

  

バリアフリー基本構想

ＪＲ安芸矢口駅周辺地区 ＪＲ下深川駅周辺地区

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の
促進に関する法律（バリアフリー法）

〔平成18 年12 月20 日施行〕

移動等円滑化の促進に関する基本方針

本市の上位・関連計画

● 広島市基本構想

● 第５次広島市基本計画

● 広島市都市計画マスタープラン

● 広島市総合交通戦略

● 公共交通体系づくりの基本計画

● 広島市高齢者施策推進プラン

● 広島市障害者計画 など
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１－５ バリアフリー化に当たっての基本的な考え方 

ＪＲ安芸矢口駅及び下深川駅のバリアフリー化を進めていく上では、本市としての基本的

な考え方を踏まえつつ、地域特性や地域に居住する住民、特に、高齢者、障害者等の意見に

も十分配慮する必要があります。こうしたことから、以下の観点に留意しながら基本構想を

作成します。 

 

⑴ ユニバーサルデザインの考え方に基づく社会の実現 

近年、高齢者、障害者をはじめ誰もが同じように生活し活動する社会を目指すノーマラ

イゼーションの理念の社会への浸透が進んでいます。市民が生き生きと安全に暮らせるよ

う、すべての利用者に利用しやすい施設及び車両の整備等により、「どこでも、だれでも、

自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方に基づく社会の実現を目指し

ます。 

 

⑵ 各機関の適切な役割分担 

バリアフリー化を一体的・効率的に進めていくため、公共交通事業者、道路管理者及び

県公安委員会等、複数の機関の相互調整の下、適切な役割分担を図ります。 

 

⑶ 事業の重点化・効率化と既存ストックの有効活用 

厳しい財政状況の中で、バリアフリー化実現のために必要な事業についても、「選択と集

中」による重点化・効率化を図る必要があります。また、既存施設の修繕･改良による活用

が可能なものについては、重点的に整備を進めるなど、既存ストックを有効活用します。 

 

⑷ 心のバリアフリーの推進 

高齢者、障害者等の方々の移動を円滑にするため、行政や事業者が行うハード面の取組

だけでなく、市民一人ひとりがノーマライゼーションの理念を自らの問題として認識・行

動するソフト面の取組に配慮するなど、心のバリアフリーを推進します。 

 

⑸ 高齢者、障害者等の意見の反映 

バリアフリー基本構想に高齢者、障害者等の意見をできるだけ反映させるため、駅周辺

施設の利用状況などについて意見交換するワークショップや、設定した経路を実際に移動

して問題点を調査するタウンウォッチングを開催します。 

  

⑴ ユニバーサルデザインの考え方に基づく社会の実現 

⑵ 各機関の適切な役割分担 

⑶ 事業の重点化・効率化と既存ストックの有効活用 

⑷ 心のバリアフリーの推進 

⑸ 高齢者、障害者等の意見の反映 
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２ 広島市の概況 

２－１ 地勢 

本市は広島県西部、瀬戸内海沿岸の中央からやや西よりに位置しています。中国山地を背

にしており、山地部が三方から平地部を取り囲んでいます。平地部は、太田川の河口デルタ

を中心とし、デルタ市街地には 6本の河川が流れています。北部に向かっては太田川の本・

支流と八幡川沿いに、東部に向かっては、瀬野川沿いに細長く開けています。その他の大部

分は、比較的急峻な大小の山が連なる林野でおおわれています。また、南部の広島湾には、

多数の島があります。 
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２－２ 高齢者、障害者の現況 

本市の人口は、平成 27 年の国勢調査では 11９万４千人と増加傾向ですが、今後は減少

に転じ、平成 32年には 118万 6千人になると推計されています。 

高齢化率は平成 32 年に 27.0％に達すると推計されており、今後、本市においても本格

的な高齢化の進展が見込まれます。 

 

 

資料）Ｈ27 まで：国勢調査 

Ｈ32：「世界に誇れる『まち』広島」人口ビジョン（推計値） 

広島市の総人口の推移 

 

 

本市の身体障害者人口は、平成 27年度末現在で、42,221人となっています。また、等

級別では、重度障害者（1～2級）の割合が一番高くなっています。 

広島市の身体障害者人口の推移 

資料）住民基本台帳人口、広島市統計書  

（万人） （％）

高
齢
化
率

人
口

92.4

99.3
105.2

109.4 111.7 113.4 115.4 117.4 119.4 118.6

65歳以上

15～64歳

14歳以下

S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 H32
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２－３ 公共交通の現況 

⑴ 交通機関の状況 

本市には、ＪＲ、アストラムライン、広島電鉄宮島線、路面電車等の鉄軌道やバスなど、

様々な交通機関があります。 

このうち、ＪＲについては、広島駅から東西方向に伸びる山陽本線を中心に、可部線、

芸備線、呉線の４つのネットワークが形成されています。 

アストラムラインは、都心の中区紙屋町と市北西部地域の拠点である西風新都との間を

運行しています。 

路面電車はデルタ市街地を運行しており、広島湾の西岸を郊外に向けて伸びる広島電鉄

宮島線と接続されています。 

バスについては、都心から郊外への放射型の路線網が形成されています。 

主な公共交通ネットワーク 

⑵ 低床車両の導入状況 

平成 27年度末現在の低床路面電車・ノンステップバスの導入状況は、電車で約 25％、

バスで約 20％です。 

低床車両の導入状況 
  

西風新都

アストラムライン

路面電車

バス路線
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⑶ 旅客施設のバリアフリー化の状況 

本市域内の旅客施設のうち、1 日当たりの平均的な利用者数が 3,000 人以上の駅は  

６１施設あります。 

このうち、ＪＲ駅については、国が定めた基本方針において目標とされている平成 32

年度末までに可能な限りバリアフリー化が図られるよう、交通事業者に働きかけを行うと

ともに、国とともに整備費の一部を補助することによりバリアフリー化を推進しています。 

また、広島電鉄宮島線及び路面電車（広島電鉄市内線）の電停については、交通事業者

が主体となって、順次バリアフリー化を含む改良に取り組んでいます。 

 

１日当たりの利用者が 3,000 人以上の旅客施設の現況 
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※１ 平成 27 年度実績（ただし、①ＪＲ駅は乗車人員の倍数 ②広島バスセンターは平成 28 年度実績調査結果） 

※２ 改札口からホームまでの経路上に 5m 以上の高低差がある駅等におけるエレベーター又はエスカ

レーターの有無（「－」は平面駅）  


